
攻 玉 会 会 則 

 

第一章 総 則 
 第一条（名 称） 

  本会は、攻玉会（こうぎょくかい）と称する。 

 第二条（目的） 

  本会は、会員の親睦向上を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。 

 第三条（事務所） 

  本会の事務所は、玉川小学校におく。 

第二章 会 員  
 第四条（会員） 

  本会の会員は、玉川小学校卒業生の有志を以って組織する。 

  本校に在籍していた者並びに会員の直系親族で本会則の主旨に賛同する者は会

員とみなす 

  小学校卒業時に所定の入会費を納入した者は準会員とし、成人に達した時に正 

会員となることができる。 

 第五条（特別会員） 

  玉川小学校の現在の教職員ならびに旧教職員と歴代 PTA 会長を特別会員とする。 

第六条(賛助金) 

  本会の目的を達成させるために賛助金を募ることができる。 

第三章 役 員 
 第七条（役員の種別） 

  本会には、次の役員及び事務局を置く。 

１、顧問 若干名 ２、名誉会長 一名 ３、会長 一名  

４、副会長 若干名 

５、会計 二名  ６、会計監査 二名 ７、幹事 若干名 

８、事務局 若干名 

 第八条（役員及び事務局の選出） 

  役員及び幹事の選出は次のようにする。 

１、顧問は歴代の校長並びに会長を以って当たる。 

２、名誉会長は玉川小学校現職校長とする。 

３、会長、副会長、書記、会計は幹事の互選による。 

４、会計監査は会員の中から選出する。 

 第九条（役員及び幹事の任務） 

  役員及び幹事の任務は次の通りとする。 

１、顧問は重要問題につき会長の諮問に応ずる。 

２、名誉会長は本会の発展のために協力する。すべての会合に出席して意見を述

べることができる。 

３、会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

４、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその代行をする。 

５、事務局は、議事を記録する。 

６、会計は本会の会計を司る。 

７、会計監査は、本会の会計を監査する。 

８、幹事は、会員の意見をまとめ、会長に意見を述べることができる。 

第四章 会 議 
 第十条（会議の種別） 

  本会は、会の運営のため、総会・役員会ならびに幹事会をもつ。 

 第十一条（会議の招集及び議長） 

  会議はすべて会長が招集し、議長は出席者の中から選出する。 

 第十二条（総会） 

  総会は会長が招集し、議長は出席者の中から選出する。 

１、会務及び事業報告 

２、会計に関する承認 

３、役員の承認 

４、会則の変更 

 第十三条（役員会） 

  役員会は、必要により随時開かれ、会長の諮問に答えるとともに、本会の目的達

成のために必要な活動を企画実施する。 

 第十四条（幹事会） 

  幹事会は、必要により随時開かれ、会長の諮問に答える。 

第五章 会 計 
第十五条（経費） 

本会の経費は、入会金、賛助金、寄付金をもってこれに充てる。 



本会の予算、決算は総会の承認を得なければならない。 

本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末に終わる 
第六章 付 則 
 第十六条 本会会則施行上、必要のある場合は、役員会にはかり、別に細則を設け

ることができる。 

 第十七条 本会会則は、昭和５５年３月１６日より実施する。 

  昭和５６年 ４月１８日 一部改訂 

  平成２６年 ６月２１日 一部改訂 

  令和 ３年１１月２３日 一部改訂 

  令和 ６年 ４月２０日 一部改訂 


